
その容f.tから無料手回り品 と してIII内に持込みを禁止してい

るものでも ， つぎの物品については， 手回り品持込料を支払っ

て ， 車内に持ち込むこ と ができ る。

ア 自動車線の特殊事情により持込みを許容しているもの。

自動車線においては手小荷物の取扱をする駅はきわめて少な

く ， その大部分が旅客のみの取扱をする駅である。それゆえこ

れらの駅から乗降する旅客は， 手荷物を託送するには遠隔な駅

ま で行かなければならず非常に不使であるので， 同一自動車線

内に発着する旅客の携帯品で， 手荷物として託送できる範囲内

のものは， 有料手回り品としてその持込みを許容している。し

かしパスは旅客の輸送が主眼であるから，梁務員が運輸上支障

がないと秘めた場合に限って取り扱う。その制限はっき.のとお

りである。

(7) 1 0.1の大きさの範囲 ① 長さ 2 m (迎動用具・つり道具

および天幕生活用品を除く) ②容積 0.5 立方 m ③重量

30kg 以内のもの。

げ) 性質の制限

危険品， だん炉およびこん炉(来事中使用しないとき除<l ，

死体， 動物， 不潔または臭気毒事のため他の旅客に迷惑をかける

おそれあるもの。

イ 荷造の関係旅客と同時速送をとくに必要とする等， 荷

物の性絡上からとくに認めているもの。

巡回医療五圧が携行する νγ トゲン惨械，巡回映画班が携行す

る吠写蛾械， 競輪用自転車その他国鉄がと くに必要と間めるも

の。

ウ 手回り 品持込料

① 自動車線内に発着するもの 111Mについて 20 阿

② 自動車線と鉄道(航路を含む)にまたがるもの l 個につ

いて 60 円。(井上栄一)

じどうし々りよかくうんちんり ょうきん 自動車旅客運賃

料金 (民営の) わが国の旅客自動車道l送事業の業留は，一般

乗合旅客自動車巡送事業，一般貸切旅客自動車運送事業， 一般

梁用旅客自動車連送事業および特定旅客自動車巡送事業がある

が，業樋別にその運賃料金の体形が異なっており，これらの運

賃料金の設定については，運輸大臣の認可を裂することとなっ

いてる。

1 一般乗合旅客自動車運送事業の巡賃料金

大別 して l 人 lkm 当りの氏率を基礎とした対キロ 制 と ， 均

一例との 2 極である。対キ ロ制の場合は， 1ZE事会i包梢をおおむね

2 km または 3 km 程度に仕切っているので， 正確にいえば対キ

ロ区間~IiIJ というべきもの と 思われる。 すなわち 2 km または

3km に氏率地柿を設けて，運行系統ごとに三角巡氏表が鱗成さ

れている。現在パス事業者の数は 340 ほどあるが， これらの事

業者に対し 3 等級の基準賃率を認容している。 A 級は l 人 lkm

当り氏率 3 円 30 銭で，北海道とか和歌山県とか孤島 ・ 山間 ・ 奥

地の事業者が主で， 約 50 業者， B 級は 3 円で 250 事業者， C 級

は 2 円 60 銭で残りの 40 事業者で， おもに大都市等の経営条件

の良好なところとなっている。これが普通速貨を決定する基本

n率であ っ て ， 各氏率地帯干のキ ロ 程にこれを乗じは数処理をし

たものがf-t.通五I! l立となるのが原則である。

は数処理!の方法は，運賃計算上のキロ程の lkm 未満のは数

は l km に切 り上げる。 金舗の単位は 5 円， 1 0 門のラウ γ ドナ

γバ ー とし 5 門を中心として 2 捨 3 入制をとることとなって

いる。たとえば 3 円の賃率を認められた事業者の 5.2km の区間

の速貨は ， (5.2 km) 6.0 km X 3 円 =1 8 門(は数処理} = 20 円 と な

り ， 8.9 km の述貨は ， (8.9 km}9 km X3 門 =27 円(は数処理) =

じどうしやり

25 門となる。

均一制l述貨の決定は， 当該区威内の運行系統内の l 人平均乗

車キロと ， i!ま準J'i率との相乗績を勘案して決定される。

1 人平均衆111キ ロは，巡輸収入÷総乗客数÷キ ロ 当り平均f'!

率， の方法によ っ て算出される。

なお 6 大都市では初乗り( 1 来事当り最初Jの l 区間)1 5門制の

特殊区!日1湘lをとっている。

定期j券については，学生定期券は 1 箇月 3 箇月の適用J!ll聞

とし ， 'J.'lj引率はおのおの 3 割引 4 割引以上で突施されている。

一般の通勤定期券運賃は強制されてはいないが 2 割引 ， 3 山l

引程度までの突施を希望されている。この定期券の発行は発行

手数を考慮して，何月分として月末で区切って発売することが

認められている。

小児玉E貨は大人迎貨の半額とし， 定期券も同様であるが， 最

低迷貨の 10 内の場合は， 小児lli t'tは 5 円でも 10 円でもよいこ

とになっている。回数券も一応設定するこ とになっており ， 最

小限 11 枚で 10 枚分運賃となっている。 ただし路線のE目的によ

っては， 普通定期券を設けて回数券を設けなく と もさしっかえ

ない。

身体障害者福祉法，児m福祉法の適用を受けている者で，所

定の創j引涯を提出した場合は， 5 jl，<iJ引で乗車せしめる制度を設

けている。

最低速貨は出j引の有無にかかわらず，つぎのとおりとなって

いる。

(I) 営遜巡n 5 円または 10 円

(2) 学生定期乗車券五I! l't 1 箇月 400 円まで

3 箇月 1 ，000 円まで

(3) 小児学生定期乗車券巡賃 2 号の半縦

以上は一般原fllJであるが， このほか東京都内のはとパス式の

定期遊覧パスについては ， 1 車 l 人当り賃率 3 円 50 童話とは若干

高率の貨準が適用され，富士登山パスとか， 蔵王とか梁鞍岳の

ような登山パスについては， 1 人 lkm 当り 7 円から 1 6 円まで

の特殊高率五I!貨が設定されてい る。

なお出Utì'l llil主として通常の山間割増は 3 割以内 ， 雪国地\1，QjJi'í

は北海道 3 創 5 分まで， 青森県， 羽越，北陸地区 1 \山U 5 分， そ

の他 l 割の割UJfIが年間を通じて加算されている。

料金制度は現主E手小荷物料金，急行料金等が認められ， 前者

はおおむね重量 20kg ， ~ß'( 0.66 m ' 未満のもので， 普通運賃の

半額以内とな っ ており ， 急行料金は 30km ， 50 km ， それ以上の

単位で lkm 当り l 円程度の率とな っ てい る 。

2 一般1圭切旅客自動車運送事業の運賃料金

現行llil互はキロ 制および貸切制の二本建となっており ， キ口

市l運賃は 1 1111 km 当り賃率 (29 人乗以下を際準として 1 20 円)

と ， 所定の走行キロを乗じた額が運賃 と なるものである。 貸切

司自l運賃は， 時間貸運賃および 1 日貨運賃の 2 倭で 1 日貸運賃

では l 日 8 時間が基礎となっている。

現行tt切最高旅客運賃はつぎの と おりである。

除芯ぷ竺íJlJ 29人以下 (0.05 増) 4(0O人l以m上) 

貸 1 時!日l 貸 巡~ 1.200 門 1 ，260 阿 1 ，320 円

切制
l 日( 8 11寺 11m fé巡í'i: 8 ，800 円 9，240 円 9，680 円

キロ制 1 1 ïll l キロ当り述í'i: 120 円 126 円 132 円

待 料 金 550 門 550 円 550 円
(1 時!日l 単位)

学生団体制引 2割引 2 割引 2 出d iJ l
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